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国民健康保険制度の改正について（答申） 

 
 平成 5 年 1 月 26 日厚生省発保第 10 号で諮問のあった標記の件について、本審議会の意

見は下記のとおりである。 
 
 
 本審議会は平成元年 12 月、国民健康保険制度の長期安定確保策として当面講ずべき方

策について意見をとりまとめたところである。 
 今回の諮問は暫定策であり、また国民健康保険財政安定化支援事業については平成元年

の本審議会の意見に沿う点もみられ、やむを得ないものと了解する。 
 なお、地方公共団体も含めた関係者は、国民健康保険制度の果たすべき役割、長期的財

政安定策等について適切な対策をさらに確立するよう望んでおきたい。 


